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宜野湾市は、市の中心部に米軍普天間飛行場を抱え、これをドーナツ状に取り囲む形で市街地が

形成されているという、他都市には見られない都市構造を有している。このような地勢的特性のも

と、市役所本庁舎は市域の北東部に立地しているため、市民が来庁する際には、居住地によっては、

移動距離や移動時間の面で一定の負担が生じている状況にある。 

また、宜野湾市役所の窓口業務については、一部の窓口において外部委託やオンライン申請等の

取組が進められているものの、基本的には課別・業務別の窓口に市民が個別に訪れることを前提と

した運用となっており、複数の手続を一体的に行うことができる、いわゆる「ワンストップ窓口」

は十分に実現できていない。このため、市民にとっては、複数の窓口を回る必要が生じるなど、利

便性の面で課題が残されている。 

一方、宜野湾市の財政状況を見ると、人件費や扶助費の増加等により、経常収支比率が 90％を超

過するなど、財政構造の硬直化が進んでいる。今後も持続的に行政サービスの質の向上を図ってい

くためには、限られた財源の中で業務の効率化を進め、行財政改革を通じて一般財源を確保してい

くことが不可欠な状況にある。 

こうした中、宜野湾市では、令和６年度から令和 10 年度までの５年間を計画期間とする「宜野

湾市 DX 推進計画」を策定し、デジタル技術を活用した行政運営の高度化・効率化に取り組んでい

る。また、本庁舎についても、昭和 54 年に建設された現庁舎の著しい老朽化を踏まえ、近い将来に

は建て替えが予定されている。 

このように、住民の利便性向上、行財政改革による持続可能な行政運営、DX の推進、新庁舎整備

といった複数の重要課題や取組が同時に存在する中で、これらの課題や取組に横断的に対応する手

段として、市民と職員の双方にメリットがある窓口業務改革の在り方を検討する必要性が高まって

いる。とりわけ、従来の業務別・分散型の窓口運営を前提とした体制を見直し、窓口機能の集約化

や手続の一体的な処理を通じて、市民の負担軽減と業務の効率化を図ることが重要な課題となって

いる。 

本調査研究は、これらの背景を踏まえ、市民のニーズや市民が抱えている不満、市の窓口業務に

おける現状や課題等について調査・分析を行った上で、それらの解決に資する宜野湾市版の窓口業

務改革の方向性を検討することを目的とするものである。あわせて、デジタル技術を活用した「書

かない窓口」や「行かない窓口」、複数の窓口を集約した「ワンストップ窓口」について検討を行い、

将来的な本庁舎の建て替えを見据えた形で、理想的な窓口配置の在り方等を提案することを目的と

する。 
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前述の市長宣言では、「生成 AI などデジタル技術の活用」、「時間や場所にとらわれない行政サー

ビスの提供」等の各種取組を通じて、単なる業務効率化や経費削減に留まらず、「職員が自分たちの

仕事環境を改善し、ライフスタイルに合わせて働けるようにする」ことで、結果として「市民の皆

様に気持ちよく行政サービスを受けていただけるようにする」ことを宣言している。 

また、宜野湾市職員の行動指針である「Gi NO.1 Way（ギノワンウェイ）」においても、「生産性日

本一」を掲げ、「生成 AI・RAG、デジタル技術」等を有効活用することで、「職員の業務や働き方の

変革」、「市民の期待を超える行政サービスの提供」、「強靭な財政基盤の確立」など、徹底したデジ

タル・ファーストによる劇的なイノベーションを実現することを目指すとしている。 

「Gi NO.1 Way（ギノワンウェイ）」の実践に向けた基本方針及び具体的な施策は、以下の図表の

とおりであるが、ここでも、デジタル技術を活用した業務の効率化・高度化の推進が、持続可能な

自治体経営を行うための中心的な取組として、基本方針の一つ目の大きな柱に位置付けられている。 

 

図表 序－２－２ 「Gi NO.1 Way（ギノワンウェイ）」の実践に向けた基本方針と具体的な施策 

基本方針 具体的な施策 

デジタル技術による行政の刷新 
・先進技術の積極的活用 

・デジタル行政の徹底 

組織の効率化・人材の高度化 
・職員の能力向上、専門化 

・定型業務等の更なる効率化 

資産マネジメント・財政健全化 
・市有財産の有効活用 

・自主性の高い財源の確保執 

執務環境の改善による能率の向上 
・新庁舎建設に向けた生産性の高い 

執務環境の創出 

出所：第八次宜野湾市行財政改革大綱 

 

職員が働きやすさを実感し、前向きに取り組める環境がなければ、生産性は向上しない。そのた

め、徹底的なデジタル化を基礎に業務のあり方を根本的に見直し、職員が自分たちの職場を効率的

かつ効果的で、やりがいのある環境にするためのプロセスを示すとともに、その結果として、市民

の利便性の向上や、宜野湾市の持続的な公共施設マネジメントの確立、財政状況の改善、将来的な

人材不足への対応につなげることなどを計画的に進めていくこととしている。 

本調査研究は、第１節に記載したとおり、窓口業務にフォーカスして、宜野湾市版の窓口業務改

革の方向性や、デジタル技術を活用した「書かない窓口」、「行かない窓口」、複数の窓口を集約した

「ワンストップ窓口」について検討を行い、理想的な窓口配置の在り方等を提案することを目的と

して実施するものであるが、本調査研究を踏まえて、その先に見据える、宜野湾市としてのありた

い姿（ゴール）は、「市長宣言」及び「Gi NO.1 Way（ギノワンウェイ）」で提示されたものである。 
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調査研究の全体スケジュールは、図表序－３－３に示したとおりである。 
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なお、以下の日程で委員会及び専門部会を開催した。 

 

・委員会 

【第１回委員会】 

 日時：令和７年７月４日（金）10：00～12：00 

 場所：宜野湾市役所 ２階 庁議室 

 内容：調査研究の背景説明及び実施内容の審議 

 

【第２回委員会】 

 日時：令和７年 11 月 25 日（火）10：00～12：00 

 場所：宜野湾市役所 ２階 庁議室 

 内容：調査研究結果報告及び報告内容に関する審議 
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【第３回委員会】 

 日時：令和８年１月 30 日（金）10：00～11：30 

 場所：宜野湾市役所 ３階 第３常任委員会室 

 内容：調査研究報告書（案）の審議 

 

・専門部会 

【第１回専門部会】 

日時：令和７年５月 30 日（金）14：30～17：00 

 場所：宜野湾市 消防講堂  

内容：調査研究の概要の説明、グループワークによる課題整理、課題解決方法・コンセプトワ

ードの検討 

 

【第２回専門部会】 

 日時：令和７年８月５日（火）13：30～15：00 

 場所：宜野湾市役所 本庁別館 ３階 第１会議室 

 内容：窓口利用体験調査に関する事前説明 

 

【第３回専門部会】 

 日時：令和７年８月 13 日（水）９：30～16：30 

 場所：各課窓口、宜野湾市上下水道局 会議室（第１・第２） 

 内容：窓口利用体験調査、BPR アドバイザーからの窓口利用体験調査のフィードバック、ワー

クショップ 

 

【第４回専門部会】 

 日時：令和７年８月 28 日（木）13：30～15：30 

 場所：宜野湾市上下水道局 会議室（第１・第２）  

 内容：各種調査結果の報告、取組のロードマップや今後のスケジュールの共有 

 

【第５回専門部会】 

 日時：令和７年 10 月 23 日（木）13：30～15：30 

 場所：宜野湾市中央公民館 ２階 

 内容：理想的な窓口レイアウトの検討、コンセプトワードの見直し 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 宜野湾市の概要  
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書かない窓口は、市民課での利用率が 90.1％と非常に高いが、対応手続は、２手続（転出届・

おくやみコーナー）のみとなっている。全庁での利用が進まないことの１つに、市民課での利用

を前提とし、他課へのデータ連携を行う仕組みがないことが挙げられる。 

予約システムは、市民課（おくやみコーナー）、こども家庭課（妊娠の届出）にて利用率が 100％

である。利用率が高い理由は、いずれの手続も予約を必須としているためである。予約必須とし

ていない手続では、利用率は低くなっている。 

 

�W/²�� >0>+>1>+>0�� �i�?�^�8'F�•�í�£(Ù�©�«�¸�Ò�b�<#Ý"g�#��

課 

書かない窓口 予約システム 

対応 

手続数 

(手続) 

総申請 

件数

（件） 

① 

利用 

件数

（件） 

② 

利用率

（％） 

②÷① 

対応 

手続数 

(手続) 

総申請 

件数

（件） 

① 

利用 

件数

（件） 

② 

利用率

（％） 

②÷① 

市民課 2 5,550 4,999 90.1％ 1 161 
WEB:79 

電話:82 
100.0％ 

国民健康保険課 0 0 0 - 0 0 0 - 

こども家庭課 0 0 0 - 1 890 
WEB:880 

電話:10 
100.0％ 

介護長寿課 0 0 0 - 1 408 0 0.0％ 

障がい福祉課 0 0 0 - 0 0 0 - 

保育こども園課 0 0 0 - 0 0 0 - 

税務課 0 0 0 - 1 390 0 0.0％ 

納税課 0 0 0 - 0 0 0 - 

学務課 0 0 0 - 0 0 0 - 

合計 2 5,550 4,999 90.1％ 4 1,849 1,051 56.8％ 

���d>8��5� 4�w�� �ç�ô>5�º�Ø'F�•�m)F1*����
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オ 保育こども園課 

いずれの取組も未導入だが、オンライン申請の導入意向が高い。一般的に、子育て世代のオ

ンライン申請の利用率は高く、申請件数の多い手続から優先的に導入することが期待される。 

 

図表 ２－３－８ 各課手続別分析（保育こども園課） 

手続名 

総申請 

件数 

（件） 

オンライン申請 書かない窓口 予約システム 

導入 
利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 

公立幼稚園の入園申込 

（次年度４月入園向け） 
300 意向有 - - - - - 

公立幼稚園の入園申込 

（年度途中） 
0 意向有 - - - - - 

施設等利用給付認定申請 300 意向有 - - - - - 

認可外保育施設等の施設等

利用給付認定現況届 
500 意向有 - - - - - 

認可保育施設入所申込 

（年度途中） 
650 意向有 - - - - - 

認可保育施設の継続利用 

申込 
3,500 意向有 - - - - - 

認可保育施設入所申込 

（次年度４月入所向け） 
1,200 意向有 - - - - - 

合計 6,450 - - - - - - 

出所：宜野湾市 令和７年度窓口手続調査 
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カ こども家庭課 
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図表 ２－３－９ 各課手続別分析（こども家庭課） 
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キ 税務課 

オンライン申請は複数の手続で導入済みだが、利用率の低さが課題である。書かない窓口の

導入により、申請書記載の手間を減らす取組が期待される。 

 

図表 ２－３－10 各課手続別分析（税務課） 

手続名 

総申請 

件数 

（件） 

オンライン申請 書かない窓口 予約システム 

導入 
利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 

個人住民税（年金報告） 38,900 済 80.5％ - - - - 

確定申告（市申告） 6,288 - - - - - - 

個人住民税（給与報告書） 96,200 済 59.4％ - - - - 

個人住民税（特別徴収切替

等） 
9,380 済 15.2％ - - - - 

税の減免手続きについて 210 意向有 - 意向有 - 意向有 - 

納税管理人・相続代表設定

業務 
600 - - - - - - 

おくやみ関係等の業務 390 - - - - 済 0.0％ 

資産証明書等の発行業務 5,576 済 0.0％ 意向有 - 意向有 - 

所得証明書等の発行業務 14,454 済 0.8％ 意向有 - 意向有 - 

法人住民税（eLTAX） 3,800 済 91.2％ - - - - 

原付 登録 1,722 意向有 - 意向有 - - - 

原付 廃車等 1,428 意向有 - 意向有 - - - 

合計 178,948 - 55.5% - - - 0.0% 

出所：宜野湾市 令和７年度窓口手続調査 
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ク 納税課 

オンライン申請は複数の手続で導入済みだが、利用率の低さが課題である。証明書発行につ

いては、コンビニ交付の利用拡大が期待される。 

 

図表 ２－３－11 各課手続別分析（納税課） 

手続名 

総申請 

件数 

（件） 

オンライン申請 書かない窓口 予約システム 

導入 
利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 

市税に関する納税相談・ 

証明書発行 
14,700 済 0.2％ - - - - 

合計 14,700 - 0.2％ - - - - 

出所：宜野湾市 令和７年度窓口手続調査 

 

ケ 学務課 

いずれの取組も未導入だが、調査対象の全ての手続でオンライン申請、書かない窓口の導入

意向がある。来庁する手間がなくなるオンライン申請の導入を進め、申請件数の多い手続から

優先的に導入することが期待される。さらに、学務課は本庁舎と道を挟んで別の建物であるこ

とから、リモート窓口の導入意向も高い。 

 

図表 ２－３－12 各課手続別分析（学務課） 

手続名 

総申請 

件数 

（件） 

オンライン申請 書かない窓口 予約システム 

導入 
利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 
導入 

利用率 

（％） 

就学関連事務（住所異動を

伴わないもの） 
40 意向有 - 意向有 - 意向有 - 

就学関連事務（住所異動に

伴うもの） 
472 意向有 - 意向有 - 意向有 - 

合計 512 - - - - - - 

出所：宜野湾市 令和７年度窓口手続調査 
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 ▪fi◔כ♩  

 

  

 

宜野湾市役所本庁舎の窓口を利用した市民等を対象として、来庁に要した移動手段及び時間、

来庁から手続き完了までの各局面に対する評価、負担に感じたこと、窓口業務に対する要望等を

調査することで、今後の宜野湾市における窓口 BPR の方向性等を検討する際の参考情報とする

ことを目的として、本調査を実施した。 

 

 

宜野湾市役所本庁舎内の以下の課の窓口を利用した市民等 

市民課 国民健康保険課 介護長寿課 

障がい福祉課 保育こども園課 こども家庭課 

税務課 納税課 学務課 

 

 

▪  

窓口を利用した市民等にアンケート調査票を手交し、アンケートへの回答を依頼 

  

▬  

【紙で回答】 

アンケート調査票に回答を記入し、庁舎内に設置された回収ボックスに投入 

【WEB 回答】 

アンケート調査票に記載された二次元コードまたは URL からアクセスして回答 

 

►  

令和７年７月 17 日(木) ～ 令和７年７月 31 日(木) 

 

◄  

292 件（うち紙 281 件、WEB11 件） 

 

 

設問間の条件分岐の有無等を問わず、用紙に記入された回答は全て集計対象としているため、

分岐前後のｎが一致しない場合などがある。 

  



 

40 

２ 調査結果 

（１）回答者の属性等 

ア 年代 

回答者の年代は、「40 歳代」（23.2％）が最多、次いで「50 歳代」（21.3％）、「30 歳代」（21.0％）、

「20 歳代」（13.1％）という結果であった。 

図表 ３－２－１ 年代  

 

 

イ 職業 

回答者の職業は、「フルタイム勤務」（36.6％）が最多、次いで「パート・アルバイト等」

（22.0％）、「専業主婦/夫」（12.2％）、「無職」（11.8％）という結果であった。 

図表 ３－２－２ 職業  

 

 

ウ 居住地区 

回答者の居住地区は、以下図表の通りであった。 

図表 ３－２－３ 居住地区  

 

  

0.4% 13.1% 21.0% 23.2% 21.3% 12.7% 7.1%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10歳代以下 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上

36.6% 22.0% 9.1% 12.2% 11.8%

2.0%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

フルタイム勤務 パート・アルバイト等 自営業・フリーランス 専業主婦/夫 無職 学生 その他

愛知

6.2%

赤道

3.1%

新城

3.5%

伊佐

4.7%

上原

1.2%

宇地泊

3.9%

大謝名

2.7%

大山

8.2%

嘉数

4.3%

神山

0.8%

我如古

10.5%

喜友名

1.2%

宜野湾

8.9%

佐真下

0.4%

志真志

3.5%

長田

6.2%

野嵩

7.0%

普天間

3.1%

真栄原

6.2%

真志喜

8.6%

市外

5.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（ｎ＝267） 

（ｎ＝254） 

（ｎ＝257） 
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第６章 目指す姿のコンセプトワード 
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図表 ６－１－１ コンセプトワード(案)の検討手順 
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出所：一般財団法人地方自治研究機構作成 
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図表 ６－１－２ 第５回専門部会におけるコンセプトワード(案)見直しの流れ 

 

出所：富士通株式会社作成 
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 ◖fi☿ⱪ♩꞉כ♪( ) 

各グループで検討した「ありたい姿」（理想的な窓口レイアウト）及びコンセプトワード(案)は以

下のとおりである。 

なお、理想的な窓口レイアウトについて、グループごとに出入口の位置が異なっているなどの違

いがあるが、既存庁舎のレイアウト等にこだわることなく、自由な発想でゼロから理想的な窓口レ

イアウトを検討したためである。 

 

 ⱪכꜟ◓

繁忙期に応じて様々な窓口業務に使用できる「フリーカウンター」のフロア中央付近への設置、

繁閑に応じて使用窓口数を変更できる「可変式窓口」の採用、電光掲示・AI アシストによる総合

案内板の庁舎入口付近への設置など、市民が迷わないための仕組みなどが整った理想の窓口を

「３(スリー)ワン窓口 ～ぎのわん・まよわん・ワンダフル～」と表現している。 

 

  ◖fi☿ⱪ♩꞉כ♪ ⱪכꜟ◓  

コンセプトワード(案) 

ככꜞꜞ☻☻ ꞉꞉fifi     ꜟꜟ꞉꞉fifi♄♄ⱨⱨהה╪╪╦╦╟╟╕╕הה╪╪╦╦──⅞⅞    

─ⱪכꜟ◓ ⌐ ≠⅝ ⅜  

 

  ⌂ ꜠▬▪►♩ ⱪכꜟ◓  

 

─ⱪכꜟ◓ ⌐ ≠⅝ ⅜  
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>&>0>'>@�¢�Ý�î�É��

フロア中央部を占める広い待合室、Pepper くんによる案内、交流ゾーン・キッズスペースの

設置、番号案内と映像を流すための巨大モニターの設置など、市民が居心地の良さを感じる空間

となっており、先端技術等を活用しつつ市民をサポートしたいという市民ファーストの想いを

「スマート・サポート窓口」と表現している。 

 

�W/²��>4>+>0>+>1�� �¥�å�­�É�º�á�î�»>&>@�¢�Ý�î�É>'��

コンセプトワード(案) 
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 ⱪכꜟ◓

「来る人」（来庁して手続を行う人）、「来ない人」（オンライン申請等により来庁せずに手続を

完結する人）の両者が満足するような、デジタル化と一体的に推進した理想的な窓口を「来る人

も来ない人も Win-Win 窓口」と表現している。 

フロア中央部には、ベビーシッター付のキッズスペース、カフェ、コンシェルジュによるサポ

ートデスク等があり、「来る人」のための環境が整えられている。 

 

  ◖fi☿ⱪ♩꞉כ♪ ⱪכꜟ◓  

コンセプトワード(案) 

╢╢ ╙╙ ⌂⌂™™ ╙╙ WWiinn--WWiinn   

─ⱪכꜟ◓ ⌐ ≠⅝ ⅜  

 

  ⌂ ꜠▬▪►♩ ⱪכꜟ◓  

 

─ⱪכꜟ◓ ⌐ ≠⅝ ⅜
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第７章 窓口業務改革の方向性 
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１ 宜野湾市フロントヤード改革の主要施策��
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図表 ７－１－１ 主要施策（再掲）  

�z0[�‹'Ç�� �v)�
Æ����

/œ�?�^�8'F�•�b��#'��

�í�œ�å�Û�–�å#æ13�P�Â�m)F�b�Ñ
˜��

�í�œ�å�Û�–�å#æ13�¹�î�±�b���»�©�«�¸�Ò4�� ��

�í7Á�Ê�B���b�_
°�è0¦��

�i�?�^�8'F�•�b��#'��

�í�i�?�^�8'F�•�P1ß�m)F�b�è0¦��

�í�i�?�^�8'F�•�©�«�¸�Ò4E����

�í�i�?�^�8'F�•�¹�î�±�b���»�©�«�¸�Ò6ë4�� >&�Ü�Þ�î�º�i�?�^�8'F�•>'��

�á�å�«�º �µ�É'F�•�b

��#'��

�í�á�å�«�º�µ�É�P1ß���»�b�è0¦��

�í�á�å�«�º�µ�É�_�q4:�^'F�•�Þ�–�”�˜�º�b�è0¦��

�í�á�å�«�º�µ�É�º�i�?�^�8'F�•�b�_
°��

�…�S�^�8�í3Þ�ƒ�^�8��

'F�•�b��#'��

�í�L
Æ/²&g�b�Z#.�Z8{��

�í�m)F�³�™�µ�¡�Ü�«�º�8�B��

�í�)�$�4 �Z#.��

�í'F�•4Ä*(�b0b%$�K��

�í$Î�F�µ�b7Ÿ(Ù��

�í�£(Ù�©�«�¸�Ò�P�Â�m)F�b�Ñ
˜��

�í)r�œ�L
Æ�[�b �$�, �L
Æ��

���»�É�ß�­�«�í��

�¸�8�m�b0b%$�K>&�%�3�5>'��

�í/œ2��;�58	1*����

�í7Á�Ê�ô/â�b�<#Ý"á�¥�V��

�í�’&Š�]�'�b0b%$�K��

�í�…�‰"‚'g/œ�;�2�Ç�ì��

 

� � � �



��

������

ה  ��

⅛⌂™ ─  

/œ�?�^�8'F�•�b��#'�c�
�+�¸�b�¶�Ç�_���:2��¸�†3M�ö�M�•�S�u�
�œ�å�Û�–�å�[�ö)��•+��^�m)F

�†�M�™
˜���I�O�•�v�b�[�6�•�����‹�v)��_�c���œ�å�Û�–�å#æ13�P�Â�m)F�b�Ñ
˜���
���œ�å�Û�–�å#æ

13�¹�î�±�b���»�©�«�¸�Ò4�� ���
��7Á�Ê�B���b�_
°�è0¦���†�ò�F�S����

��

▪  

���œ�å�Û�–�å#æ13�P�Â�m)F�b�Ñ
˜���[�c�

ƒ
›�Ø�Ü�E�†/œ�W�S�:�<�[�œ�å�Û�–�å#æ13�P�Â�m

)F�†�Ñ�±�M�•���Û�–�Ç�–�Ë�å�º6õ4��x�+�¸�–�¥�b9×�8�m)F�†'¨�M
ƒ
›�\�K�
)r#æ13�ó�X�b�¨�8

�m)F�
�¸�\1"�–�¥�b�6�•�m)F�†�P1ß�\�M�•���ç�ô>5>|>7�º�Ø�_�Z5�!l$×�_�v�~)��s�
�Q�€�è7F

�v�œ�å�Û�–�å#æ13�P�Â�m)F�†�Ñ
˜�M�•�G�\�\�K�Z�8�•���r�S�
�v)��b� �Ý�†9×�u�•�S�u�_�c�


�+�¸�l�b�È���x�P1ß*…�l�b�É�µ�©�×3û%±�
�w�Í�î�Ò�Ì�î�ª�b�5�•�^�]�
�8�,���8�; �†*ƒ�Ö�K�S�+�¸

�_)z�b0¿���@5�0[�[�6�•���•�<�Z�
�œ�å�Û�–�å#æ13>&�h�W�S�~�§�î�Å�«>'�<#Ý�_�²0[�\�^�•�Ð

�–�¼�å�Â�î�•�î�»�b�I�}�^�•���l�\�q#Ý�•4
�@�²0[�[�6�•���Ð�–�¼�å�Â�î�•�î�»�c�
�i�?�^�8

'F�•�[�b�<#Ý�^�]�
�œ�å�Û�–�å#æ13�_7H�}�N�]���^�©�î�å�_�>�8�Z�q#Ý�@�‡�…�I�€�•����

���œ�å�Û�–�å#æ13�¹�î�±�b���»�©�«�¸�Ò4�� ���[�c�
�h�W�S�~�§�î�Å�«�x�×#Ý$×7Á�Ê#æ13�©

�«�¸�Ò�_�Z#æ13�I�€�S�¹�î�±�†�
*Ë�(�b�m�8���†�Ó�I�N�_�ö�¿���»�©�«�¸�Ò�l4�� �M�•�Ù)�

�s�†�S(��M�•���ö�¿���»�©�«�¸�Ò�b�† =�ì�‹�b%T�m�†�•���K�
�ç�ô>6�º�Ø�b�è0¦�
�ç�ô>7�º�Ø

�b�S(��\�K�Z�8�•����

��7Á�Ê�B���b�_
°�è0¦���[�c�
�ö�¿���»�©�«�¸�Ò�b�¹�î�±�\�b':�œ'¼�_�|�~�
�œ�å�Û�–�å#æ

13�[�w�E�Ü�E�S�¹�î�±�b�B���†+¬�·�ì�M�•�Ù)��s�†�è0¦�M�•��7Á�Ê�B���c��+¬���/�Ç�ß�å�º�Ö

�î�»�58	�N4
�m8p�i>&)r�»%,>'���_�V3U�I�€�Z�8�•�v)��b>/�X�[�6�•�@�
��5� 4�w�\�K�Z�b�w

#Ý�ö�†���(�_�è0É�[�A�Z�8�^�8���ç�ô>6�º�Ø�_�_
°�è0¦�†/œ�8�
�w#Ý�ö�@1��u�}�€�•���œ�c�


�ç�ô>7�º�Ø�è7F�_�_
°�†0£#ì�M�•�v�b�\�K�Z�8�•����

��

��  





 

97 

 

 

介護長寿課 障がい福祉課 保育こども園課

手続名 件数 意向 手続名 件数 意向 手続名 件数 意向

介護保険料の納付相談 1,037 0 精神通院医療関連 4,659 1 
認可保育施設の 
継続利用申込

3,500 1 

家族介護用品支給事業 29 0 
障害者・障害児福祉サービ
ス関連

3,472 1 
認可保育施設入所申込
（次年度 4 月入所向け）

1,200 1 

介護保険認定申請の受付
（新規・変更・取下げ）

0 0 
重度心身障害者(児)医療
費助成（障害者（身体障害
者）医療費還付）

2,075 1 
認可保育施設入所申込 
（年度途中）

650 1 

高額介護サービス費の 
支給申請の受付

0 0 精神障害者福祉手帳関連 1,025 1 
認可外保育施設等の施設
等利用給付認定現況届

500 1 

相談支援関連 972 0 
公立幼稚園の入園申込 
（次年度 4 月入園向け）

300 1 

 
手話通訳・要約筆記派遣関
連

839 1 施設等利用給付認定申請 300 1 

 身体障害者手帳関連 788 1 
公立幼稚園の入園申込 
（年度途中）

0 1 

 更生医療・育成医療関連 577 1 （以下、第 2 回専門部会後追加）

 
重度心身障害者(児)医療
費助成(還付申請・口座 
変更以外)

464 1 認可保育所現況届 3,500 1

 
障害者日常生活用品の給
付

349 1 認定事由変更手続 1,200 1

認可保育所退所届 400 1

待機証明発行申請 350 1

施設等利用費請求 
(個人償還)

2,500 1

施設等利用給付認定 
変更手続

300 1

 

税務課 納税課 学務課

手続名 件数 意向 手続名 件数 意向 手続名 件数 意向

確定申告（市申告） 6,288 0 
市税に関する納税相談・ 
証明書発行

14,700 0 
就学関連事務
（住所異動に伴うもの）

472 1 

原付 登録 1,722 1  就学関連事務
（住所異動を伴わないもの）

40 1 

原付 廃車等 1,428 1    

納税管理人・相続代表 
設定業務

600 0    

おくやみ関係等の業務 390 0    

税の減免手続きについて 210 1  
 

 

 

 

①ライフイベント関連、住民意向手続 ②総手続件数の多い手続  ③担当課意向のある手続 

※意向 0：なし、1：あり 
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（２）書かない窓口の実現 

書かない窓口の実現は、住民の申請書記入にかかる負担を軽減するため、マイナンバーカード

等を活用し、申請時の記入項目を削減するものである。実施取組には「書かない窓口対象手続の

検討」、「書かない窓口システム選定」、「書かない窓口データの業務システム間連携（リレー型書

かない窓口）」を挙げた。 

 

ア 取組内容 

「書かない窓口対象手続の検討」では、行かない窓口の実現と同様に、優先度付けを行った

うえで対応手続を選定する。ライフイベント関連や住民意向の高い手続を第一優先とし、総申

請件数の多い手続、担当課意向のある手続を対象とする。令和７、８年度にて第一次の手続選

定を行い、書かない窓口システム導入後の効果検証を行ったうえで、令和 10 年度以降に対象

手続を拡大することとしている。 

「書かない窓口システム選定」では、令和９年度のシステム導入に向けて、令和７、８年度

に要件検討、調達を行う。デジタル庁が展開する「自治体窓口 DXSaaS」や相当する窓口関連製

品の比較検討を行い、宜野湾市が目指す窓口の運用に合った製品を選定する。 

「書かない窓口データの業務システム間連携（リレー型書かない窓口）」では、１つの課で

記入した情報を他課では再度記入させない「リレー型書かない窓口」を構築する。基幹業務シ

ステムごとに、連携の仕組みを検討する必要がある。令和９年度の書かない窓口システムの導

入に合わせて、システム間連携の仕組みを構築することが理想であるが、複数の基幹業務シス

テムとの検討が必要になることから、令和９年度の方法検討、令和 10 年度の構築としている。 

 

図表 ７－２－３ 書かない窓口の実現 

 

  

ᴁׅ׃ᴁ׃ᴁ׃׃ᴁׂ׃ᴁדᴁגᴁבḁ᷆Ḁḭᴻḳ

ӡ ᵪᶉᵣ ꞌ
ᶍ

Ӣ ᵪᶉᵣ ᷿ḁḎḨ

ӣ ᷿ḁḎḨ

・書かない窓口対象手続の検討
・書かない窓口システム選定
・書かない窓口データの業務システム間連携（リレー型書かない窓口）

（１）ライフイベント関連手続
①書かない窓口対応手続
の検討

（２）総手続件数の多い手続（年間1000件以上）

（３）１・２には該当しないが担当課意向のある手続

（１）書かない窓口システムの要件検討
②書かない窓口システム
選定

（２）書かない窓口システムの調達

（３）書かない窓口システムの導入

（１）業務システム間連携方法検討
③業務システム間連携

（２）連携機能の構築

①

②ー（１）

②ー（２）

③ー（１） ③ー（２）

②ー（３）

対象手続の拡大
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介護長寿課�è 障がい福祉課�è 保育こども園課�è

手続名�è 件数�è 意向�è 手続名�è 件数�è 意向�è 手続名�è 件数�è 意向�è

要介護・要支援認定 
更新申請�è

1,418 1 精神通院医療関連�è 4,659 1 
認可保育施設の 
継続利用申込�è

3,500 0 

介護保険料払戻金請求�è 1,407 1 
障害者・障害児福祉 
サービス関連�è

3,472 1 
認可保育施設入所申込�è

（次年度 4 月入所向け）�è
1,200 0 

居宅（介護予防）サービス
計画作成（変更）依頼の届
出�è

1,309 1 
重度心身障害者(児)医療
費助成（障害者（身体障害
者）医療費還付）�è

2,075 1 
認可保育施設入所申込 
（年度途中）�è

650 0 

介護保険料の納付相談�è 1,037 0 精神障害者福祉手帳関連�è 1,025 1 
認可外保育施設等の施設
等利用給付認定現況届�è

500 0 

要介護・要支援認定 
新規申請�è

821 1 相談支援関連�è 972 0 
公立幼稚園の入園申込�è

（次年度 4 月入園向け）�è
300 0 

介護保険負担限度額 
認定申請�è

508 1 
手話通訳・要約筆記 
派遣関連�è

839 1 施設等利用給付認定申請�è 300 0 

要介護・要支援認定区分 
変更申請�è

408 1 身体障害者手帳関連�è 788 1 
公立幼稚園の入園申込�è

（年度途中）�è
0 0 

介護保険高額介護 
（介護予防）�è

サービス費支給申請�è

305 0 更生医療・育成医療関連�è 577 1  �è

居宅介護（介護予防） 
福祉用具購入費の 
支給申請�è

202 0 
重度心身障害者(児) 
医療費助成(還付申請・ 
口座変更以外)�è

464 1 �è

介護保険被保険者証の 
再交付申請�è

199 1 
障害者日常生活用品の 
給付�è

349 1 �è

 

税務課�è 納税課�è 学務課�è

手続名�è 件数�è 意向�è 手続名�è 件数�è 意向�è 手続名�è 件数�è 意向�è

個人住民税（給与報告書）�è 96,200 0 
市税に関する納税相談・ 
証明書発行�è

14,700 0 
就学関連事務�è
（住所異動に伴うもの）�è

472 1 

個人住民税（年金報告）�è 38,900 0  �è
就学関連事務�è
（住所異動を伴わないもの）�è

40 1 

所得証明書等の発行業務�è 14,454 1  �è  �è  

個人住民税 
（特別徴収切替等）�è

9,380 0  �è  �è  

確定申告（市申告）�è 6,288 0  �è  �è  

資産証明書等の発行業務�è 5,576 1  �è  �è  

法人住民税（eLTAX）�è 3,800 0  �è  �è  

原付 登録�è 1,722 1  �è  �è  

原付 廃車等�è 1,428 1  �è  �è  

納税管理人・相続代表 
設定業務�è

600 0  �è  �è  

 

 

①ライフイベント関連、住民意向手続 ②総手続件数の多い手続  ③担当課意向のある手続 

※意向 0：なし、1：あり 
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図表 ７－２－５ ワンストップ窓口の実現 

 

 

イ 対象手続 

「ワンストップ窓口」の対象とする手続は、以下のとおりである。（詳細は第９章で述べる） 

 

図表 ７－２－６ ワンストップ窓口の対象手続 
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・ワンストップ対象業務の検討
・ワンストップに最適な窓口レイアウトの検討
・ワンストップ型書かない窓口の導入

�Ø�Ž�~�ô

（１）ライフイベント関連手続の整理
①ワンストップ対象業務の
検討

（２）窓口手続精緻化（全手続棚卸）

（３）ワンストップ対象手続精査、業務フロー可視化

（１）業務間近接度合いの整理②ワンストップに最適な窓
口レイアウトの検討 （２）窓口配置の検討

（１）書かない窓口システムの要件検討
③ワンストップ型書かない
窓口の導入

（２）書かない窓口システムの調達

（３）書かない窓口システムの導入

①ー（１）

②ー（１）

②ー（２）

③ー（３）

①ー（２） ①ー（３）

庁舎計画に合わせた精査

③ー（２）③ー（１）
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R13R1２R11R10R9R8R7スケジュール

①すぐできる取り組みの
実施

②既存庁舎レイアウトの見
直し

③新庁舎レイアウトの検討
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（５）業務プロセス・担い手の見直し（BPR） 

ア 取組内容 

図表 ７－２－８ 業務プロセス・担い手の見直し（BPR） 

R13R1２R11R10R9R8R7スケジュール

①既存設備の活用・見直し

②行財政改革調査

③地方独立行政法人化

・地方独立行政法人化・電子決裁の利用率向上
・帳票様式の見直し
・行財政改革調査

取組内容

②

（１）電子決裁の利用率向上
①既存設備の活用・見直し

（２）帳票様式の見直し

問い合わせチャネルの充実、集約コールセンターの検討②行財政改革調査

（１）地方独立行政法人化調査研究
③地方独立行政法人化

（２）一部業務の地方独立行政法人化

①－（１）

①－（２）

③－（１） ③－（２）
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第８章 既存庁舎における業務等の見直し 

 

（１）窓口環境改善リスト 

既存庁舎にて改善できる課題への取組として、宜野湾市にて「窓口環境改善リスト」を作成し、

各課にて改善を行った。  

  

図表 ８－１ 窓口環境改善リスト 

No 気付き／課題 対象課 改善提案 

1 証明書と異動窓口の 

位置が非効率 

市民課 窓口の入替で異動窓口を

拡大、証明書交付は自動

交付機・コンビニ交付に

誘導 

 

2 手続き券売機で手間 

発生 

市民課 初回から自動交付機へ 

案内、以後はコンビニ 

交付利用を促進 

 

3 目安時間表示が見え 

にくい 

市民課 表示位置の調整 

 

４ アクリル板で遮られる 各課 職員の声が聞き取り 

にくい。 

アクリル板の撤去 

 

5 自動交付機の場所が 

不適切 

市民課 記載台近くへ移設し案内

効率を向上 

 

6 自動交付機の掲示板・

故障中表示が曖昧 

市民課 長期故障機は撤去、 

掲示板用途見直し 
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No 気付き／課題 対象課 改善提案 

7 自動交付機案内が弱い 税務課 「安い・待たない・書か

ない」を強調した視覚的

案内を設置 

 

8 矢印表示が受付機と 

混乱 

市民課／

税務課 

案内内容を再整理し 

明確化 

 

9 「〇〇ひろば」など 

案内表示が分かり 

づらい 

総務課管

財係 

手続き名称＋課名を 

カウンター上部に 

大きく表示 

 

10 ポスターの検印管理が

不十分 

総務課管

財係／各

課 

検印期限切れや混在を 

整理・撤去 

 

11 掲示物やマグネットが

情報を隠している 

国民健康

保険課 

掲示レイアウトの見直

し、隠れない掲示方法を

徹底 

 

12 受付箱の配置が不適切

（本人確認書類依頼が

隠れる、個人情報が 

見える） 

税務課 来庁者側に向ける配置、

個人情報が見えない構造

へ変更 

 

13 封筒デザインに広報 

要素不足 

市民課 コンビニ交付の利点や 

公式 SNS 登録案内を封筒

に印刷 
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（４）高知県黒潮町 

ア 黒潮町の概要 

人口：9,856 人（令和７年１月１日住民基本台帳人口）7 

面積：188.6 ㎢ 

一般行政部門職員数：154 人（令和７年４月１日現在）8 

 

黒潮町は、高知県の西部、幡多地域にあり、南側は海に、北側は山に面し、森林率 79％と平

地が少なく、一次産業、特にカツオの一本釣りを中心とした漁業が盛んなまちである。2012 年

に内閣府が発表した南海トラフ巨大地震被害想定では、最大震度７、最大津波高 34.4ｍ（日

本一）が想定され、「津波の町」として有名になった。 

また、高齢化率 46.6％、限界集落・準限界集落を合わせると９割近くを占め、少子高齢化が

進行していることに加え、地域のコミュニティ維持も難しくなっている。県庁所在地（高知市）

からは約 100km 離れており、人口流出も深刻な問題となっている。そのような中で、選んでも

らえるまちを目指し、デジタルを活用した魅力的なまちづくりに取り組んでいる。 

 

イ 黒潮町における窓口業務改革の取組概要と課題の整理 

① 取組の背景と改革方針 

黒潮町は、2022 年 11 月に黒潮町デジタル化推進計画を策定し、デジタル技術を活用し、

住民の利便性を向上させつつ、住民一人ひとりの生活に寄り添った「誰一人取り残さない、

これからも暮らしたくなる黒潮町」をスローガンに掲げ、DX を推進してきた。その一環と

して、窓口業務の改革も行ってきた。 

 

② 推進体制と窓口運営の特徴 

庁内の DX 推進にあたっては、デジタル化推進委員会を中心に行っている。これは副町長

（CIO）を責任者とし、実質的な運営は CIO 補佐官（富士通 Japan 派遣）が行っており、各

課室から１名リーダーを選出、そのメンバーが中心となって DX に関する勉強会、施策検討

等を行い、その結果を各課室に伝達する役割も有している。窓口改革にあたっては、窓口担

当者も入れて検討を進めるなど、プロジェクトに応じて必要なメンバーをアサインしてい

る。 

窓口業務については、必要な手続きに合わせて担当者が交代し、来庁者は基本的に動かな

い運用となっている。  

                             

7 総務省：【総計】令和７年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） 

8 総務省：地方公共団体定員管理関係 第 2表－2 部門別職員数（滋賀県～沖縄県） 



 

149 

（５）大阪府河内長野市 

ア 河内長野市の概要 

人口：97,912 人（令和７年１月１日住民基本台帳人口）9  

面積：109.63 ㎢ 

一般行政部門職員数：404 人（令和７年４月１日現在）10 

 

大阪府南東部に位置する河内長野市は、面積約 109km²を有し、大阪府内でも広域の市とし

て知られる。面積の約７割を森林が占める自然豊かな地域であり、金剛・葛城山系に囲まれた

自然環境と、都市部への良好なアクセスを兼ね備えている点が特徴である。河内長野市へは鉄

道や道路網が整備され、大阪市中心部へのアクセスも良好で、都市機能と自然環境の両方を享

受できる地域である。 

 

イ 河内長野市における窓口業務改革の取組概要と課題の整理 

① 取組の背景と改革方針 

河内長野市では、人口減少や少子高齢化の進展、そして社会情勢の変化に対応するため、

デジタル技術の積極的な活用が喫緊の課題となっていた 。 

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」を目標に、市民の利便性向上を掲げる「基

本方針１：市民の利便性向上（３ない市役所）」と、業務効率化を掲げる「基本方針２：業

務の効率化」を具体的に推進するものとして「AI さくらさん」を導入した。 

 

② 推進体制と窓口運営の特徴 

河内長野市役所の窓口全体の改革の一環として進められている。 

 

デジタルデバイド対策 

「AI さくらさん」の導入にあたり、高齢者の方々も安心して利用できるよう、「デジタル

サポートチーム」を結成している。このサポートチームは、シニア世代が主体となっており、

デジタル機器類に不慣れな高齢者世代をきめ細やかにサポートし、デジタル技術に対する

苦手意識を払しょくすることを目指している。 

 

 

  

                             

9 総務省：【総計】令和７年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） 

10 総務省：地方公共団体定員管理関係 第 2表－2 部門別職員数（滋賀県～沖縄県） 
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４ 視察調査結果 

（１）鹿児島県出水市 

ア 出水市の概要 

人口：51,405 人（令和７年１月１日住民基本台帳人口）13  

面積：329.98 ㎢ 

一般行政部門職員数：378 人（令和７年４月１日現在）14 

図表 参１－４－１  

 

出所：Map-It により一般財団法人地方自治研究機構が作成  

 

出水市は、2006 年３月 13 日に、旧出水市、高尾野町、野田町の１市２町が合併して誕生し

た。鹿児島県の北西部に位置し、北は熊本県と接し、南は薩摩川内市、東は伊佐市、北西は八

代海に面している。県庁所在地である鹿児島市からは約 90km の位置にある。 

市域の大部分は出水平野を中心とする比較的平坦な地形で、周囲には山地が広がっており、

農地と山林がバランスよく分布している点に特徴がある。特に、冬季には国の特別天然記念物

であるツル類が越冬のために飛来することで全国的に知られており、自然環境と共生した地

域づくりが進められている。 

 

  

                             

13 総務省：【総計】令和７年住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別） 

14 総務省：地方公共団体定員管理関係 第 2表－2 部門別職員数（滋賀県～沖縄県）（令和 7年 4

月 1日現在） 



 

158 

④ アナログ BPR を含めた具体的な改善内容 

システム導入と並行して、アナログな業務見直しにも積極的に取り組んでいる。具体的に

は、ライフイベント別の手続チェックシートや、対面で指差し確認ができる手続メニュー表

を作成し、住民が必要な手続を把握しやすい環境を整備している。 

さらに、転入・転居時の学校関係手続については、従来は教育委員会で行っていた手続の

一部を市民生活課に集約し、来庁者の庁内移動を最小限に抑えた。加えて、記載台の段階的

撤去、案内表示の追加・多言語化、印鑑登録原票の電子化による紙管理の廃止など、窓口環

境の改善と業務効率化を同時に進めている。 

 

⑤ 効果と評価 

窓口利用体験調査の結果からは、従来の「書く窓口」と比較して、「書かない窓口」では

手続全体の所要時間が短縮される傾向が確認されている。特に、申請書記入や説明に要する

時間の削減が、来庁者の負担軽減に寄与している。 

一方で、BPR が十分に行われていない手続では、「書かない窓口」であっても時間短縮効

果が限定的となるケースが見られ、システム導入のみでは十分な効果が得られないことも

明らかになっている。 

 

⑥ 現時点での課題と今後の方向性 

ヒアリングでは、「署名だけ、または最小限の記入で手続が完了する点」や「窓口対応時

間の短縮」が評価されている一方、窓口部分の改善が先行し、バックヤード業務や他課手続

に非効率が残っている点が課題として挙げられた。 

また、企画部門、システム部門、窓口部門の間で、改革の目指す姿が十分に共有されてお

らず、全庁的な一体感に欠ける点も指摘されている。 

今後は、電子決裁の導入を見据え、申請・審査・通知までを一体的に電子化するとともに、

AI-OCR や RPA の活用範囲を拡大することで、窓口改革の効果をバックヤード業務や全庁的

な業務改善へと波及させていくことが期待される。 
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（２）鹿児島県鹿児島市 

ア 鹿児島市の概要 
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出所：Map-It により一般財団法人地方自治研究機構が作成  
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イ 鹿児島市における窓口業務改革の取組概要と課題の整理 

① 取組の背景と改革方針 
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これらにより、「デジタル×アナログ改善」を同時に進めることで、改革効果の最大化を

図った。 

 

⑤ 効果と評価 

鹿児島市では、「書かない窓口」の導入や窓口レイアウトの改善、さらに RPA を活用した

バックヤード業務の効率化を組み合わせて進めた結果、窓口サービスと内部事務の双方で

大きな効果が確認されている。特に、市民が直接体感する待ち時間の短縮は顕著であり、本

庁では平均待ち時間が 58 分から 24 分へと 59％短縮され、谷山支所においても 44 分から 16

分へと 64％短縮された。こうした大幅な減少は、窓口導線の見直しと業務工程のボトルネ

ック解消により、受付から審査・会計に至る全体の処理速度が向上したことによるものであ

る。 

また、手続の記入負担も大きく軽減されている。従来 83 項目の記入が必要だった住民異

動関連手続は、「書かない窓口」の仕組みにより９項目まで削減され、来庁者の心理的・物

理的負担が大幅に緩和された。これにより、窓口での説明時間や記入補助の時間も短縮され、

結果として窓口全体の処理能力の向上につながっている。 

職員側の業務負担にも改善が表れている。RPA の活用により、住民基本台帳システムへの

入力などの反復作業が自動化され、年間で約 4,000 時間分の入力作業が削減された。これに

より、窓口応援や案内業務へ人的リソースを再配分できるようになり、繁忙期の混雑緩和に

寄与している。さらに、時間外勤務者数については、80 時間超の職員は６人から０人へ、60

時間超の職員は 14 人から３人へと減少し、職場環境の改善にもつながっている。 
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鹿児島市では、「書かない窓口」の導入や窓口レイアウトの改善、RPA を活用した内部事

務の効率化など、短期間で多様な改革を進め、待ち時間の短縮や職員負担の軽減といった成

果を上げている。一方で、運用を進める中で、より効果を高めていくための改善点も見えて

きている。市としては、「書かない窓口」の対象手続をさらに広げるため、業務プロセスの

見直しや関係課との連携強化が今後のポイントになると認識している。 

また、DXSaaS や RPA を活用する中で、システム運用上の調整や基幹系との連携費用など、

持続的な運用に向けた検討事項も生じており、これらについても段階的に最適化を図って

いく方針である。市では、引き続き AI-OCR や RPA の活用範囲を広げ、窓口とバックヤード

の双方で業務効率化を進めるとともに、庁内の DX 推進リーダーや職員研修を活用しながら、

改革を継続的に進める体制づくりを強化していく考えである。 
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